
第 5回 新名取市図書館施設整備検討委員会 

 

日 時 平成 27年 11月 6日（金）午後３時より 

場 所 名取市図書館 南館 

 

 

（ 次  第 ） 

 

 

１ 開 会 

 

２ あ い さ つ 

 

３ 前回会議の報告 

 

４ 議 事 

 

（１）施設内のレイアウトについて 

 

（２）その他 

 

 

５ 閉 会 
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新名取市図書館施設整備検討委員会 委員名簿 

委嘱期間：平成 26年 11月 21日～ 

No 委員区分 氏名 所属・役職等 役職名 

１ 第 1号 
学識経験

者 早川
はやかわ

 光彦
みつひこ

 富士大学経済学部教授 委員長 

２ 

第２号 

学校教育

及び社会

教育の関

係者 

志賀
し が

 保史
や す し

 

名取市教研学校図書館部会長

（相互台小学校長） 
 

３ 佐伯
さ え き

 幹子
み き こ

 

名取市父母教師会連合会（増田

西小学校父母教師会長） 
 

４ 板橋
いたばし

 正春
まさはる

 

名取市社会教育委員の会議議

長 
 

５ 

第３号 

読書、図

書館普及

団体の関

係者 

天間
て ん ま

 環
たまき

 

名取市図書館協議会長（尚絅学

院大学こども学科教授） 
副委員長 

６ 三塚
みつつか

 玲子
れ い こ

 おはなしキラキラの会  

７ 

第４号 

その他教

育委員会

が必要と

認める者 

下澤
しもさわ

 なおみ 図書館利用者  

８ 長沼
ながぬま

 明子
め い こ

 

社会福祉法人名取市社会福祉

協議会 
 

９ 大野
お お の

 千
ち

晴
はる

 

国際交流協会ともだち in 名取

事務局長 
 

 

アドバイザー 

岡本
おかもと

 真
まこと

 

アカデミック・リソースガイド株式会社 

代表取締役プロデューサー 

 

事務局 

所 属 氏 名 職 名 

生涯学習課 

佐竹 忠仁 教育部次長兼生涯学習課長 

佐々木 賢一 課長補佐兼社会教育主事兼生涯学習係長 

鈴木 研一 社会教育主事 

大沼 和香子 主査 

図書館 

柴崎 悦子 館長 

石川 雅一 主査 

西山 真喜子 司書 
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〇新名取市図書館施設整備検討委員会設置要綱 

 

平成26年11月7日 

名取市教育員会告示第19号 

 

（設置） 

第１条 新名取市図書館（以下「図書館」という。）の施設整備に関し調査検討するため、

新名取市図書館施設整備検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を調査検討する。 

（ １） 図書館の施設整備に関すること。 

（ ２） その他図書館に関し必要な事項 

（組織） 

第３ 条 委員会は、委員１０人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が

委嘱する。 

（１） 学識経験者 

（２） 学校教育及び社会教育の関係者 

（３） 読書及び図書館関係団体の関係者 

（４） その他教育委員会が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、第２条に定める所掌事項について、その目的が達成した日ま

でとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。 

（意見の聴取等） 

第７条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて

意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この告示は、告示の日から施行する。 
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【議 事】 

 

（１）施設内のレイアウトについて 

 

（２）その他 

 

 

メモ欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






